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茨城県の難病（膠原病（全身性エリテマトーデス））患者に

対する，社会保障事業，施策及び政策の拡大に関する請願 

 

 推定 18 歳頃（医師が難病の場合は，いつ発病したのか断

定できないという。），難病（膠原病（SLE））を発症し，

その後根治的治療が無く，全身性の炎症が一生涯起きてお

り，自己抗体により，その日により，症状が異なるため，医

療，福祉，年金，雇用，介護全般で人間らしく生活できない

状況である。 

 よって，下記事項を請願する。 

 

記 

 

１ 改正障害者基本法が平成 23年７月 29 日に成立し，８ 

月５日に公布された。 

 茨城県において，膠原病患者（難病）をこの法の定義第

二条に基づき，身体障害者（重度）に認めてもらいたい。 

 また，医療福祉費支給制度（マルフク），生活保護受給

認定，介護分野のショートステイやホームヘルパーの利

用，高額療養費制度や国民健康保険料の引き下げ，障害基

礎年金受給者から徴収する国民健康保険（介護保険）料の

減額又は免除，難病（膠原病）患者の就労の場の設置など，

膠原病患者（難病）に対する県の福祉サービスの拡大を県

の施策に取り入れ，早急に制度化してもらいたい。 

２ 膠原病（全身性エリテマトーデスは精神疾患も同時に発 

病することがある。）により起こるうつ病で精神保健福祉 

手帳２級を所持しているが，臓器別に判断する身体障害者 

手帳の交付ではなく，全体（身）の慢性疾患（精神病（脳 

の働き））の機能障害である膠原病（SLE）は，精神的， 

社会的，身体的に差別，偏見され，経済的に困窮している。 
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  茨城県の施策においては，診断書上での判断では無く，

生活状況の現状を視察し，また国，市，保健所，その他就

労機関，年金事務所，職業安定所関係機関等と連携するこ

とにより，膠原病患者（難病）に対する人間として尊重し

た制度を設置してもらいたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




